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壱岐市農業委員会定例会（令和４年１０月） 

議 事 録 

 

１．開催日時    令和４年１０月２６日（水） 午前９時 

２．開催場所    壱岐市役所石田庁舎 ２階 第４会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 １６名 

４．欠席委員    ・・番 ・・委員 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・ 係長 ・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

第２．議案第４６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４７号 令和４年度農用地利用集積計画の承認について 

（第４回） 

７．その他 
事務局   皆さん改めましてお早うございます。 

ご案内の時間前ではありますけども、本日出席されます農業委員さん方は、

全員お揃いでありますので、只今より令和４年１０月の農業委員会の総会を開

催致します。 

本日は、・・番 ・・委員さんより欠席の届け出がでております。 

それから事務局の・・・・は、所用で休んでおります。 

出席委員は１８名中１７名で過半数を超えておりますので、総会は成立を致

しております。 

それでは、・・会長に挨拶をお願い致しまして、引き続き議事の進行をお願

い致します。 

議長    【会長挨拶】 

それでは、早速、これより、議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委

員及び会議書記の指名を行ないます。「壱岐市農業委員会会議規則第１８条第

２項」に規定する議事録署名委員ですが、議長より指名させて頂いてよろしい

でしょうか。【はいの声あり】 

 それでは、本日の議事録署名委員は、・・番 ・・委員、・・番 ・・委員に

お願いを致したいと思います。よろしくお願い致します。 

なお、本日の会議書記には事務局の・・係長を指名致します。 

       それでは、日程第２の議案第４６号「農地法第３条の規定による許可申請に

ついて」を議題と致します。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局   はい、議案第４６号「農地法第３条の規定による許可申請について」、農地
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の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ決定

の要がある。 

所有権移転の案件が３件あがっております。受け手は全て個人ですので、「農

地所有適格法人要件」の適用はありません。 

また、農地を譲り渡すことを目的とするもので、信託の引受け、信託事業に

よる取得ではありませんので、「信託要件」の適用もありません。 

それから、３件共贈与ですので、又貸し、「転貸禁止要件」にも当たりませ

ん。 

従いまして、「全部効率利用要件」、取得しようとする者が、農地全てを効率

的に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力

が確保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。 

「農作業常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。 

「下限面積要件」、取得後の面積が５０アール以上かどうか。 

「地域との調和要件」、農地の取得によって地域の農業形態に支障が出ない

かと、いうような４つの内容を審議して頂くことになります。 

地目につきましては、台帳地目のみを読み上げます。 

１８番 土地の所在 

郷ノ浦町半城本村触 字水上・・・・  地目 畑 面積 １，５２８㎡ 

郷ノ浦町牛方触 字犬塚  ・・・・  地目 畑 面積   ７９１㎡ 

同じく          ・・・・  地目 畑 面積   ６９８㎡ 

郷ノ浦町牛方触 字太久路 ・・・・  地目 畑 面積 １，１１８㎡ 

同じく          ・・・・  地目 田 面積 １，２０２㎡ 

同じく          ・・・・  地目 田 面積 ２，４０３㎡ 

同じく          ・・・・  地目 畑 面積   ４９４㎡ 

郷ノ浦町牛方触 字立水  ・・・・  地目 田 面積   ９１１㎡ 

同じく          ・・・・  地目 田 面積 １，８８５㎡ 

田が４筆で６，４０１㎡、畑が５筆で４，６２９㎡、計９筆で１１，０３０

㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が２２，３３９㎡、畑が６，７１４㎡、計２９，０５３㎡です。 

申請理由 

譲渡人 市外在住のため、譲受人に贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により受贈し、耕作に従事する。ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に飼料の作付けです。

農機具は、トラクター、草刈り機、軽トラを所有されてあります。 

農作業暦は４０年です。 
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通作距離は１Ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されま

す。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 

「下限面積要件」、も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、飼料作物を作付ける計画でありますので、

周辺農地への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。１０月１９日に・・委員さんと譲受人立ち会いの下、

現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・番 ・・委員。 

・・委員  はい、皆さんお早うございます。担当の・・です。 
事務局の説明の通り１０月１９日に現地確認を致しました。 
譲渡人の・・さんと譲受人の・・さんは、ご兄弟の関係です。 
・・さんは、認定農業者でもありますので、何ら問題はないと思いますけれ

ども、皆様のご審議をよろしくお願い致します。 
議長    はい、以上の補足説明でございますが、どなたかご質疑ございませんでし

ょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第４６

号１８番は決定いたします。 
続きまして、１９番の説明を求めます。 

事務局   はい、１９番 土地の所在 

郷ノ浦町牛方触 字犬塚 ・・・・   地目 畑 面積   ９１４㎡ 

郷ノ浦町牛方触 字白鉾 ・・・・   地目 田 面積   １７７㎡ 

同じく         ・・・・   地目 田 面積 １，１７９㎡ 

同じく         ・・・・   地目 田 面積   ５３５㎡ 

同じく         ・・・・   地目 畑 面積   ２５８㎡ 

同じく         ・・・・   地目 畑 面積   ５９０㎡ 

同じく         ・・・・   地目 田 面積   ９０７㎡ 

田が４筆で２，７９８㎡、畑が３筆で１，７６２㎡、計７筆で４，５６０㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が７，１０６㎡、畑が４，０４１㎡、計１１，１４７㎡です。 

申請理由 

譲渡人 市外在住のため、今まで管理してもらっている譲受人に贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により受贈し、耕作に従事する。ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 
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「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に水稲の作付け及び野

菜の栽培です。農機具はトラクター、稲刈り機、脱穀機、草刈り機、軽トラを

所有してあります。田植えは委託をされてあります。 

農作業暦は本人５５年です。 

通作距離は、遠いもので９００ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されま

す。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 

「下限面積要件」、も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、水稲、野菜を作付ける計画でありますので、

周辺農地への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 

１０月１９日に・・委員さんと譲受人立ち会いの下、現地確認を行っており

ます。以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・番 ・・委員。 

・・委員  担当の・・です。 
同じく１０月１９日に現地確認を致しました。 
譲受人の・・さん宅は、譲渡人のお隣で、今までも保全管理等行われてあり

ます。 
今回、全ての土地を贈与したいとの申し出があって、・・さんはご高齢では

ありますが、水稲や野菜等きれいに管理されて近くに息子さんもいらっしゃい

ますので、何ら問題はないと思いますけれども、皆様のご審議をよろしくお願

い致します。以上です。 
議長    はい、以上の補足説明でございますけど、どなたかご質疑ございませんで

しょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第４

６号１９番は決定いたします。 

続きまして、２０番の説明を求めます。 

事務局   はい、２頁をお願いします。２０番 土地の所在 

勝本町坂本触 字加賀城 ・・・・  地目 田 面積 １９３㎡ 

譲渡人、・・・・・・・・・・ 

譲受人、・・・・・・・・・・ 

経営地は、田が５，１９９㎡、畑が３，６０７㎡、計８，８０６㎡です。 

申請理由 

譲渡人 譲受人の要望により贈与する。 

譲受人 現に耕作しているので、譲り受けて引き続き耕作する。ということ
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です。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、主に水稲・飼料の作付け

です。 

農機具はトラクター、ロールベーラ、反転機、軽トラを所有してあります。

田植え機、コンバインは共有のものを利用されてあります。 

農作業暦は４０年です。 

通作距離は、６００ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されま

す。 

「農作業常時従事要件」、年間通しての従事が見込まれます。 

「下限面積要件」、も問題ありません。 

「地域との調和要件」ですが、飼料を作付ける計画でありますので、周辺農

地への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 

１０月１９日に・・委員さん、譲受人立ち会いの下、現地確認を行っており

ます。以上で事務局からの説明を終わります。 

議長    はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員  議長。 

議長    はい、・番 ・・委員。 

・・委員  皆さんお早うございます。担当の・・です。 
今、事務局の説明の通り１９日に譲受人さんと現地確認を致しました。 
申請地は、・・さんの耕作されている農地の横ありますので、何ら問題はな

いと思いますが、よろしく審議の程お願い致します。 
議長    はい、以上の補足説明でございますけど、どなたかご質疑ございませんで

しょうか？【異議なしの声あり】それではご異議ないようですので、議案第４

６号２０番は決定いたします。 

続きまして、議案第４７号 「令和４年度 農用地利用集積計画の承認につ

いて（第４回）」を議題と致します。事務局の説明を求めます。 

事務局   はい、３頁をお願いします。 

議案第４７号 「令和４年度 農用地利用集積計画の承認について」、今年

度４回目になります。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、

下記農用地利用集積計画の決定について意見を求められております。 

今回、利用権設定の件数は１２件、借手が１２人、貸手が１２人です。 

田が１５筆で１６，７７７㎡、畑が１９筆で２０，５５５㎡、合計が３４筆

で３７，３３２㎡となっております。 

この件につきましては、地区担当の農業委員・推進委員皆様方の署名・押印
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を頂いておりますので、今回、この一連につきましては、ご承認を頂きたいと

思っております。 

内容につきましは、４頁に掲載を致しております。 

よろしくお願い致します。 

議長    はい、この件につきましては、事務局が申しますように皆さん方のご承認

を頂いておりますので、よろしいでしょうか。【はいの声あり】それではご異

議ないようですので、議案第４７号も決定致します。 

続きまして、その他の件をお願いします。 

事務局   ①１１月の定例会の日程  令和４年１１月２５日（金） 

                   石田庁舎 第４会議室  ９時～ 

②農業委員島外視察研修１１月２８日（月）～２９日（火） 

③農業委員の推薦の提出期限（令和４年１０月３１日） 
議長    皆さん方から何かございましたら。ございませんでしょうか。それでは皆

さん方からのご意見も無いようでございますので、本日の総会の日程を終了さ

せて頂きたいと思いますがよろしいでしょうか。【はいの声あり】 

大変お疲れでございました。 


